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２ 基本的施策の取組状況及び評価 
 
（１）社会全体による取組の促進 

１ 少⼦化対策の理解促進 
①少子化対策の取組に関する気運の醸成 
○「少子化対策パネル展」開催（来場者数：H25 延べ約 8,000 人(16 か所） 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
少子化対策パネル展 延べ75 か所 延べ73 か所 97.3％ 

・道⺠アンケート（対象：パネル展来場者のうち満 20 歳以上の方） 
… 少子化が進むことや「少子社会」について問題だと思う：約 95％ 

    
 
 
 
 
 
 
 

②男⼥平等参画社会の実現に向けた普及啓発 
○情報誌「イコール･パートナー」発⾏ 
○「男⼥平等参画チャレンジ賞」による個人や団体等の先駆的活動の表彰 
○｢⼥性プラザ｣運営（男⼥平等参画活動団体のネットワーク構築、情報発信等） 

・⼥性プラザ利用者数 … H23：16,841 名→H25：17,608 名 
・⼥性プラザホームページアクセス数 … H23：47,746 件→H25：109,434 件 
 
 
 

 
 
 
 
 
③将来の親となる若年者に対する子育て等の理解促進 
○出前講座｢次代の親づくりのための教育｣実施 

・H22：15 大学（受講生 960 名）→H25：16 大学２高校（受講生 840 名） 
○講義後の学生へのアンケート（H25：回答 556 名） 

・少子化が進むことや「少子社会」について問題だと思う：約 96％ 
・結婚して、子どもを持ち、親になりたいと思う    ：約 82％ 
 

・少子化対策パネル展への来場者アンケート結果から、道⺠の方々への
少子化に対する意識啓発が着実に図られている状況にあり、今後、更
なる意識啓発を図るため、引き続き少子化対策パネル展などを実施し
ていく必要があります。 

・⼥性プラザ利用者数やホームページアクセス数は年々増加し、「男⼥
平等参画社会」の実現に向けた普及啓発が図られていますが、国にお
いて「すべての⼥性が輝く社会」の実現に向けた取組が積極的に進め
られつつある状況等を踏まえ、より効果的な取組の検討が必要です。 
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２ 社会全体による推進体制の整備 

①少子化対策に関する推進体制の整備 
○道庁内検討組織「北海道少子化対策推進本部」による協議（幹事会年２回程度） 
○少子化対策圏域連絡協議会による協議（年２回程度、地域実情に起因する課題の

検討） 
○道の附属機関「北海道子どもの未来づくり審議会」による審議（年２回程度） 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
圏域連絡協議会の運営 運営の充実 14 圏域で運営 ― 

  
 
 
 
 
 
 
 

②地域住⺠等による地域ぐるみの取組の促進 
○「せわずき･せわやき隊」の登録、組織化の働きかけにより地域の子育て支援ボラ

ンティア等の活動促進 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

せわずき･せわやき隊等の組織化 全市町村 95 市町村 53.1％ 
○子育て応援企業や団体の活動促進のため「北海道すきやき隊」の登録の働きかけ 

… H22：72 企業・団体 → H25：102 企業・団体 
○「⺟になる人への贈りもの運動」の展開 

・妊婦さんの日（毎月 22 日）ＰＲ、⾞用マタニティマークや妊婦さん応援グッズ
配付等 

○「北海道赤ちゃんのほっとステーション」登録促進・情報発信 
… H23：106 施設 → H25：243 施設 

○「どさんこ・子育て特典制度」導⼊促進 
… 導⼊市町村  H22：44 市町村 → H25：51 市町村 
 

・大学等と連携した出前講座の講義後のアンケートにおいて、９割以上
の学生から少子化に対する問題意識を持つことができたとの回答があ
り、一定の効果が図られています。 

・近い将来、親になる世代への働きかけは大変重要であり、今後は、連
携する学校の拡大等を更に図っていく必要があります。 

・少子化対策圏域連絡協議会は、各地域で市町村や事業者等との地域課
題に対する情報共有や検討を⾏う上で有効な組織であり、今後、子ど
も･子育て支援新制度の円滑な施⾏などに向けて、より一層の活性化を
図る必要があります。 
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（２）⼦どもの権利及び利益の尊重 
３ ⼦どもの権利尊重についての理解促進 

①「児童の権利に関する条約」の普及や児童虐待などの権利侵害⾏為から子どもを
守るための普及啓発 

 ○児童虐待防⽌推進月間（毎年 11 月）の啓発活動 
   ・児童虐待防⽌シンポジウム等開催、街頭でのオレンジリボンキャンペーン実施 

 ○⻘少年が未来や社会への希望など自⼰の意⾒を主張する「少年の主張」大会開催 
 
 
 

 
 
 
 
②児童福祉施設等における苦情処理など子どもの権利を擁護するための取組の促進 

  ○児童福祉施設⼊所児童への「子どもの権利ノート」配付 
  ○児童福祉施設⼊所児童等に関する「被措置児童等虐待対応マニュアル」の作成、

周知 
    
 
 
 
 
 
 
 

４ ⼦どもの意⾒の適切な社会反映 
①北海道子どもの未来づくり審議会「子ども部会」の意⾒反映 

 ○北海道子どもの未来づくり審議会に子ども部会を設置。 
・中・高校生等が検討し、知事に提出した建議書の提案内容について道の施策へ

の反映検討 

・「北海道赤ちゃんのほっとステーション」の登録数は順調に伸びてお
り、評価を得ている一方で、各地域でのボランティア団体等による子
育て支援活動が広がりを⾒せる中、「せわずき・せわやき隊｣の登録
数や｢どさんこ･子育て特典制度｣の加⼊市町村数は伸び悩んでいるこ
とから、制度の仕組みや運用方法などの⾒直しを検討する必要があり
ます。 

・子どもへの著しい人権侵害である児童虐待の防⽌に対する理解や関⼼
が深まるよう、各種啓発運動の実施は重要であり、全道域での活動を
着実に推進する必要があります。 

・｢子どもの権利ノート｣の施設⼊所前の配付により、子ども自らが被害
を訴え、早期対応につながった事例もあり、子どもが声を出しやすい
環境をつくり、著しい人権侵害である被措置児童等虐待などから⼊所
している子どもを守るための体制づくりを進めていく必要があります。 
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取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
子ども部会の運営 施策への意⾒反映 年 2 回開催・知事へ建議 ― 

 ○道内経済団体等との連携による｢日本の次世代リーダー養成塾｣へ道内高校生派遣 
   
 
 
 
 
 
 

②市町村における子どもの意⾒反映の促進 
   ○北海道子どもの未来づくり審議会子ども部会の提⾔内容を道ホームページで周知 
 
 

 

 

 

 

 

 

（３）地域における⼦育て支援体制等の充実 
５ ⼦育て支援の拠点等の整備 

①地域子育て支援拠点の設置促進 
  ○子育てに関する相談指導やサークルへの支援等を⾏う地域子育て支援拠点を整備 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
地域子育て支援拠点事業(ひろば型､センター型､児童館型) 313 か所 303 か所 96.8％ 

  ※H25 年度〜ひろば型、センター型、児童館型は、一般型、地域機能強化型、連携型に再編。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地域子育て支援拠点は、目標に対し、9 割以上が設置されるなど、そ
の整備が進んできています。 

・⾝近な地域で相談することができる拠点の確保は、子育ての不安を抱
える親やその子どもにとって重要であることから、引き続き地域ニー
ズに応じた体制整備を進め、子育て世帯や地域の子育てサークルに対
する支援に努める必要があります。 

・子ども部会は、子どもの目線で様々な課題や対応策を考え、社会に反
映するための貴重な機会であり、より多くの子どもたちが意⾒を発表
できる機会を確保していく必要があります。 

・子ども部会の建議内容は、道ホームページのほか、圏域協議会等を活
用して市町村へも周知するなど広く周知を図っているが、今後は、地
域における子どもの意⾒発表の機会が一層確保されるよう、市町村の
取組状況を把握の上、方策を検討していく必要があります。 
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６ ⼦育て支援団体等の活動促進 
①子育て関連ＮＰＯ法人等の育成支援 

 ○「北海道子どもの未来づくりセミナー」、「子ども･子育て応援セミナー」開催 
 

 
 
 
 
 
 
 
②子育てサークル等の地域活動の促進 

  ○「ほっかいどう子育て応援大賞」による地域の子育て支援活動団体等の表彰 
 
 
 
 
 
 
 

７ 高齢者や⼦育て経験者等の人材活用の促進 
①主任児童委員、⺠生委員・児童委員の活動促進 

 ○主任児童委員等の知識技術に関する指導訓練や研修、調査・研究活動への支援 
 
 
 
 
 
 
 
②⽼人クラブ等高齢者組織との連携 

  ○ボランティア活動や世代間交流等を⾏う⽼人クラブの活動支援 
 
 

 
 
 
 
 
 

・地域の子育てサークルの活動は、多様化するニーズに対応していく上
で大変重要かつ有効であり、サークルの活動がより一層活性化するた
めの支援を継続する必要があります。 

・地域の子育て支援団体のネットワークは徐々に広がりを⾒せています
が、働き方や家庭環境の変化などによって、ニーズが多様化している
ことから、様々な関係機関が参加し、幅広い繋がりとなるよう取り組
む必要があります。 

・主任児童委員等は地域の実情を把握している⾝近な相談相手であり、
地域の子育て支援の人材として更なる活躍が期待されるため､より積極
的な活動が確保されるよう支援を継続する必要があります。 

・⽼人クラブでのボランティア活動や地域活動への参加を促し、高齢者
の経験や知識を活かした子育て支援活動につなげていく必要がありま
す。 
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８ ひとり親家庭への支援の充実 
①相談機能の充実・養育費確保の推進 

  ○⺟子家庭等就業･自⽴支援センターによる生活､養育費､就労など総合的な相談支
援 

取 組 H24 目標 H25 実績 進捗等 
⺟子家庭等就業･自⽴支援センターの設置促進 7 か所 (7 か所) ― 

  ○ひとり親家庭等の自⽴に向けた指導等を⾏う⺟子・父子自⽴支援員を各（総合）
振興局へ配置 

 
 
 
 
 
 

 
 
②生活・経済支援の充実 

  ○⺟子父子寡婦福祉資⾦貸付⾦や生活安定のための支援制度等の周知 
 
 
 
 

 
 
 
③就業支援の充実 

  ○⺠間の職業訓練機関等を活用した就職訓練や⺟子家庭等自⽴支援給付⾦による資
格取得等の就業支援、⺟子・父子福祉センターへの活動支援 

 
 
 
 
 
 

９ 家庭での養育に恵まれない（社会的養護を必要とする）⼦どもへの支援の充実 
①社会的養護体制の充実 

 ○小規模で家庭的な養育環境の整備 
 
 
 

・⺟子家庭等就業・自⽴支援センターは全道７か所の設置を達成し、きめ細や
かで総合的な自⽴支援体制が整備されましたが、ひとり親家庭等を取り巻く
環境が依然厳しい中、就労による自⽴支援は一層重要であり、職員の資質の
向上など支援体制の充実が必要です。 

・ひとり親家庭等が自⽴を図っていくためには、経済⾯を含め、生活安
定に向けた総合的な支援が必要であり、各種支援制度の周知や地域に
おける日常生活への支援が必要です。 

・ひとり親家庭等の安定した生活を確保するためには就業支援が不可⽋
であり、職業訓練への支援や、支援制度の周知が必要です。 
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取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
小規模住居型児童養育事業(ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ) 14 か所 13 か所 92.9％ 

地域小規模児童養護施設 19 か所 12 か所 63.2％ 

児童自⽴生活援助事業(自⽴援助ﾎｰﾑ)  5 か所  9 か所 180.0％ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
②児童福祉施設における処遇の向上 

  ○児童福祉施設の第三者評価の受審促進や施設職員の技術向上研修等の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 

③⾥親制度の促進 
  ○⾥親制度等を推進する専掌の職員を全道８児童相談所に配置 
  ○⾥親への支援 

・児童福祉司 OB や⾥親同⼠の相互援助の集いへの参加 
… H22：延べ 636 人 → H25：延べ 1,205 人 

・援助を希望する⾥親に対する養育援助者の派遣 
… H22：9 組 46 回 → H25：11 組 15 回 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

・ファミリーホームの設置数はほぼ目標を達成し、自⽴援助ホームはニ
ーズの高まりから当初の目標を上回る設置が進みましたが、小規模児
童養護施設は目標数の 6 割程度に⽌まっており、家庭での養育に恵ま
れない子どもの数はほぼ横ばい傾向にある中、小規模で家庭的な養育
環境の更なる充実が必要です。 

・児童福祉施設における第三者評価は、計画期間内に全施設で受審され
ており、施設間の情報共有によるサービス向上も図られてきています
が、子どもの最善の利益を実現するためにも、施設職員の技術向上な
どを含めた資質の向上を図っていく必要があります。 

・保護者との間で愛着形成を図ることが困難な状況におかれている子ど
もに対しては、家庭の中で特定の大人との継続的で安定した愛着関係
の形成を図ることができる⾥親制度の役割はますます重要となってき
ていることから、⾥親制度の積極的な活用や⾥親への支援の充実を図
る必要があります。 
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④児童養護施設等退所児童に対する相談支援などによる自⽴の促進 
  ○職業紹介を⾏う企業を活用した就業支援チームによる就業支援 
  ○自⽴援助ホーム（全道 9 か所）における施設退所に向けた自⽴支援 
 
 
 
 
 
 
 

⑤児童福祉施設等の計画的な整備 
  ○⼊所児童等の生活向上のための機器等の整備・更新、小規模化等への改修費用等

助成 
 
 
 
 

 
 
 
 
10 障がい等のある⼦どもへの支援の充実 

①⾝近な地域での発達支援体制の整備 
  ○市町村子ども発達支援センターの整備促進 … H22：86 か所 → H25：90 か所 
  ○発達障害者支援（地域）センター（道内 3 か所）による児童や家族、市町村等へ

の支援 
 
 
 
 
 

 
 
 
②在宅障がい児の医療ニーズへの支援 

  ○医療的ケアの必要な在宅重症⼼⾝障がい児(者)が社会活動に参加する際の医療的
ケア支援 

   ・市町村への補助⾦交付実績 … H22：4 町 6 名 → H25：8 市町 14 名 
 
 
 

・児童養護施設等を退所した児童は、社会的な自⽴を図っていく上で様 
々な困難が想定されることから、退所児童の状況把握や相談対応、関
係機関との連携による就業支援等の充実が必要です。 

・家庭での養育に恵まれない子どもが、一人ひとりの状況が十分に考慮
された生活環境の下で養育されるよう、小規模グループケアや地域小
規模児童養護施設を中⼼に、養育環境の整備を図っていく必要があり
ます。 

・発達の遅れや障がいのある子どもの支援ニーズに対応するためには、
⾝近な地域で一貫した支援を受けられる体制の整備が重要であり、市
町村子ども発達支援センターの未設置市町村の解消や地域における専
門的支援の確保が必要です。 
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③特別支援教育の推進 

  ○特別な支援を必要とする児童生徒等への適切な対応のための支援 
・幼稚園､小・中・高校へ特別支援学校の教員を派遣し、担当教員に学習指導法等

助⾔ … 派遣校 〜 H24：670 校 → H25：805 校 
・看護協会の協⼒による学校内での医療的ケア体制の整備 

 
 
 
 
 

 
 
 
④特殊⻭科保健医療事業の推進 

  ○障がい児の⻭科健診、予防処置等の実施 
・障がい児宅訪問支援 … H22〜H25：延べ 117 回 
・障がい児施設等支援 … H22〜H25：対応回数延べ 507 回・5,589 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・医療的ケアが必要な在宅重症⼼⾝障がい児（者）数は年々増加してき
ており、社会参加を促進するための取組の充実が求められていること
から、重症⼼⾝障がい児（者）に対する理解促進と、日中活動の場を
確保するための事業の継続を図る必要があります。 

・幼稚園、小・中学校等への特別支援学校教員の派遣数は年々増加して
おり、障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた、一貫
した支援体制の充実を図るため、学校同⼠の連携強化や担当教員等へ
の継続的な支援を⾏っていく必要があります。 

・障がい等により通常の対応では⻭科治療が難しいと思われる子どもに
対しても⾝近な地域で⻭科保健医療サービスが受けられる体制の充実
を図るため、⻭科健診・予防処置等をきっかけにかかりつけ⻭科医を
確保する支援の継続が必要です。 
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（４）保育サービス等の充実 
11 多様な保育サービスの充実 

①多様なニーズに応じた保育サービスの提供促進 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

通常保育（低年齢児保育含む） 66,228 人 71,027 人 107.2％ 
延⻑保育 537 か所 498 か所 92.7％ 
夜間保育  10 か所   6 か所 60.0％ 
休日保育  55 か所  27 か所 49.1％ 
病児・病後児保育  50 か所  29 か所 58.0％ 
一時預かり 377 か所 317 か所 84.1％ 
特定保育  18 か所   9 か所 50.0％ 
トワイライトステイ  9 市町村 10 市町村 111.1％ 
ショートステイ 23 市町村 26 市町村 113.0％ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
②家庭的保育事業の推進 

  ○家庭的保育の実施に対する支援や実施場所に対する改修支援、保育ママなどの資
質向上に向けた研修等の実施 

 
 
 
 

 
 
③幼稚園における保育サービスの促進 

  ○預かり保育を実施する幼稚園に対する支援の実施   
 
 
 
 
 

・延⻑保育や夜間保育などの特別保育も含め、保育サービス全般につい
て取組が進んできましたが、夜間保育や休日保育、病児・病後児保育
などについては、地域によって取組に差が出ており、今後は、市町村
における地域子ども･子育て支援事業等のニーズ調査を踏まえた提供
体制の整備を計画的に進める必要があります。 

・多様化する様々な保育ニーズに弾⼒的に対応できる家庭的保育の普及
は重要であり、その推進を図る必要があります。 

・私⽴幼稚園が⾏う保育サービスは、地域の子育て支援の充実につなが
るものであり、預かり保育に対する支援の継続が必要です。 
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12 放課後児童の健全育成 
①放課後児童対策の推進 

 ○施設改修費用や運営支援、ボランティア派遣等による放課後児童クラブの設置促
進 

 ○障がい児受⼊れのための専門指導員の配置や環境改善費用を支援 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

放課後児童クラブ 926 か所 924 か所 99.8％ 
 ○放課後子供教室の実施促進のための運営支援や職員の資質向上研修開催 

取 組 H24 目標 H25 実績 進捗等 
放課後子供教室 100.0％ (52.5％) ― 

  ※ 放課後子供教室を実施している市町村の割合 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13 ⼦育ての相互援助活動の促進 

①相互援助活動の推進 
  ○育児・介護に関する相互援助活動を⾏うファミリー・サポート・センターの運営

支援 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

ファミリー・サポート・センター 56 か所 49 か所 87.5％ 
 
 
 
 
 

 
 
 
14 保育所の待機児童の解消 

①保育所受⼊れ児童数の計画的拡充 
  ○保育所の計画的な定員増や他地域の保育所利用者の送迎支援による待機児童解消 
 

・放課後児童クラブについては概ね目標事業量に達している一方で、放
課後子供教室は取組が低迷している状況にありますが、今後、子ども
たちが安⼼して活動し、社会性を⾝につける機会となる放課後対策の
ニーズはますます増加することが⾒込まれるため、計画的な整備、促
進を図るとともに、障がい児の受⼊体制の整備など質の向上が必要で
す。 

・現⾏の保育サービスでは応じきれない変動的、変則的な保育ニーズへ
の支援を可能とするファミリー・サポート・センターの取組は増加し
ているが、今後ともファミリー・サポート・センターなど⺠間の子育
て支援活動に対する一層の支援が必要です。 



 

 

- 26 - 
 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
待機児童数 なし 473 人 ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 保育所と幼稚園の連携促進 
①認定こども園の設置促進 

  ○「北海道認定こども園の認定の要件に関する条例」に基づき、設置を促進 
・設置状況 〜 H22：26 施設 → H26：74 施設（H26.6.1 現在） 

②幼児教育との連携 
  ○保育所保育⼠と幼稚園教員が意⾒交換等を⾏う協議会の開催 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 良質な保育サービスの確保と情報提供の充実 
①保育⼠等への研修の充実  

  ○保育⼠等を対象とした研修の実施や、保育⼠の再就職を支援する研修会の実施支
援 

②特別の支援を要する子どもの保育の充実 
 ○保育⼠等を対象とした障がい児保育や子育て支援に関する専門研修を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・雇用形態の多様化や育児休業後の復職の増加などに伴う保育需要が増
え続けていることから、札幌市や旭川市など都市部を中⼼に待機児童
の解消に至っておらず、今後は、潜在的なニーズも含めた保育需要の
的確な把握を⾏い、計画的に保育サービスを確保していくことが必要
です。 

・保護者の就労などに関わらず、就学前の子どもに対する一体的な教育・
保育の提供体制の整備が必要であり、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ
認定こども園の整備促進や、それぞれの教育・保育活動の相互理解を図
っていくことが必要です。 

・良質な保育サービスを提供するためには、保育⼠等の資質の向上が重 
要であり、障がいや児童虐待に関する専門知識も含め、研修機会の確
保が必要です。 



 

 

- 27 - 
 

（５）雇用環境等の整備 
17 家庭との均衡のとれた働き方の普及 

①ワーク・ライフ・バランスに関する気運の醸成 
  ○労働問題セミナー（年 14〜15 回）やシンポジウム、リーフレット等による気運

醸成 
  ○男性の育児参加を促進するための各種取組を実施 
   ・お父さん応援講座 … H22〜H25：11 回 

 ・父親支援ファシリテータ-養成 … 10 名 
 
 
 
 
 
 

 
 
②企業等における取組の推進 

  ○次世代育成対策推進法に基づく一般事業主⾏動計画の策定促進 
   ・策定企業数：2,376 企業（うち策定義務のある企業：1,662 社） 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

子育てを支援する企業の割合 
大 企 業 100.0% 97.6％ 97.6％ 

中小企業 18.75% 2.52％ 13.4％ 
※一般事業主⾏動計画を策定し、厚生労働省北海道労働局へ届け出ている企業の割合 

  ○仕事と家庭の両⽴支援に関する法令や制度の普及啓発 
   ・両⽴支援企業表彰 … H22〜H25：延べ 13 企業 
   ・北海道あったかファミリー応援企業登録制度への登録促進 

（登録：139 社（H25 末）） 
     〜 優遇制度：低利の事業貸付 等 
  ○家庭教育を支援するための職場環境づくりを進める企業の支援 
   ・北海道家庭教育サポート企業等制度による企業との協定で、家庭教育を支援す

る職場環境づくり 
取 組 H24 目標 H25 実績 進捗等 

｢北海道家庭教育サポート企業等制度｣登録企業数 630 社 (1,645 社) ― 
③両⽴のための環境整備 

  ○「ワーク・ライフ・バランス」の普及啓発（シンポジウム：年 1 回、リーフレッ
ト配付） 

  ○病院内保育所の運営や社会福祉施設の産休代替職員費用助成による職場環境整備 
 
 

・仕事と家庭の両⽴支援の考え方は徐々に浸透してきており、育児休業
制度等の事業者への普及も一定の上昇が⾒られますが、従業員 30 人
未満の小規模事業者では依然低い状況であり、引き続き社会全体での
取組となるよう制度の普及や気運醸成が必要です。 
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④⼥性の雇用機会の確保、雇用環境の整備等の普及 

  ○両⽴支援制度の普及啓発や職場環境の整備を図る企業の支援 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

⼥性（25
〜34 歳）
の就業率 

国勢調査 全国平均値 
(H17：道 58.5%,全国 61.5%) ― 

― 
※参考 
 労働⼒調査 H22：道 63.6%,全国 68.0% 道 65.1% 

全国 70.7% 
 
 
 
 
 
 
 
⑤農⼭漁村における⼥性の活動参加の促進及び環境の整備 

  ○⼥性農業者を対象としたビジネス⼒向上研修会開催 
 … H22〜H25：延べ 102 地区 

   ○⼥性・高齢者チャレンジ活動表彰による⼥性農業者等支援 
… H22〜H25：延べ 21 件 

 
 
 
 
 
 
 
18 仕事と家庭との両⽴に向けた育児休業制度等の普及促進 

①育児休業制度など子育て支援制度の普及啓発 
  ○両⽴支援促進・就業環境改善アドバイザーの派遣 … H22〜H25：延べ 41 企業 
 

・北海道家庭教育サポート企業は目標を大きく超える登録数となり､職
業環境の改善を図る企業が広がってきていることが伺えます。 

・一方、一般事業主⾏動計画を策定している中小企業は 3％弱であり、
子育てしやすい雇用環境の整備に向けた企業へのサポートの充実が必
要です。 

・⼥性が働きやすい環境や働き続けられる社会の実現が求められており
⼥性の就業率向上に向け、⼥性の雇用環境の整備などを進める必要が
あります。 

・⼥性農業者等による活⼒ある農村づくりや経営参加など、農⼭漁村に
おける⼥性の積極的な参画が図られており、⼥性が活躍できる環境づ
くりに向けた支援策等を継続する必要があります。 
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取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

育児休業制度取得率 
男性 8.0％  2.0％  25.0％ 

⼥性 85.0％ 89.4％ 105.2％ 
 ※道｢労働福祉実態調査｣(5 人以上規模、1,400 事業所対象。H25 回答率 70.4%) 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
週休⼆日制普及率 94.9％ 68.3％ 72.0％ 

   ※道｢労働福祉実態調査｣(5 人以上規模、1,400 事業所対象。H25 回答率 70.4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 若年者の就業支援体制の整備 

①総合的な就職支援の実施 
  ○ジョブカフェ北海道での各種就職支援サービスの提供 

… 延べ利用者数 
 H22：45,125 人、H23：47,652 人、H24：45,939 人、H25：44,221 人 
 … 進路決定者数 

   H22： 6,344 人、H23： 6,991 人、H24： 6,621 人、H25： 6,477 人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②新規学卒者の就業促進 

  ○新規高卒者就職促進会 … H22〜H25：年間 16〜18 回開催 
 
 

 
 

 

・仕事と家庭の両⽴支援の考え方は徐々に浸透してきており、育児休業
制度等の事業者への普及も一定の上昇が⾒られますが、従業員 30 人
未満の小規模事業者では依然低い状況であり、引き続き社会全体での
取組となるよう制度の普及や気運醸成が必要です。 

・本道における若年者の雇用状況は改善の動きが⾒られるものの、新規
学卒者の就職率は全国平均を下回っているほか、新規学卒者の就業後
３年以内の離職率は全国平均を上回るなど厳しい状況にあることから、
若年者の就職支援や早期離職防⽌に向けたきめ細やかなサービス提供
を継続する必要があります。 

・新規高卒就職内定率は改善傾向にあるものの全国平均を下回っている
ため、関係機関との連携を強化し、様々な企業との⾯接の機会や企業
側の受⼊体制の拡大に向けた取組を継続する必要があります。 
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③若年無業者の社会的自⽴に向けた支援 
  ○北海道地域若者サポートステーション連絡会議における関係機関間の情報交換 

④若年者の職場定着の促進 
  ○ジョブカフェ北海道での企業、若手社員、高校生への情報提供やセミナー開催 

・人材確保・定着支援ハンドブック ・若年社員スキルアップ研修 
・就職内定者向け研修       ・高校生・大学生向け職場⾒学会 等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤職業能⼒開発の推進 

  ○高卒未就業者等に対し、職業訓練と企業実習を一体化させた実践的な職業能⼒開
発（デュアルシステム訓練）を実施 

 
 
 
 
 
 
 
⑥ものづくり人材の育成 
○次世代人材の職業体験の推進 

・専修学校を活用し中学生を対象とした職業体験の取組を支援 
  ○小・中学生対象のものづくり体験会等の開催 
   ・ものづくり体験会の実施  ・ものづくりスキルアップ講座の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑦インターンシップ等による若年者の就業促進 

  ○高校生インターンシップ、高等技術専門学院におけるインターンシップの実施 
  ○インターンシップ受⼊協⼒企業の開拓 

・本道における若年者の雇用状況は改善の動きが⾒られるものの、新規
学卒者の就職率は全国平均を下回っているほか、新規学卒者の就業後
３年以内の離職率は全国平均を上回るなど厳しい状況にあることから、
若年者の就職支援や早期離職防⽌に向けたきめ細やかなサービス提供
を継続する必要があります。 

・新規高卒就職内定率は改善傾向にあるものの全国平均を下回っている
ため、関係機関との連携を強化し、様々な企業との⾯接の機会や企業側
の受⼊体制の拡大に向けた取組を継続する必要があります。 

・中学生への就業体験ニーズは高まってきており、引き続き、専修学校
を活用した取組への支援が必要です。 

・また、ものづくり産業への職業意識の醸成を図るため、小・中学生へ
のものづくり体験等を実施する必要があります。 
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⑧農業など北海道の特徴を活かした就業支援 

  ○新規就農者向け研修会開催、農業大学校における担い手育成 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨漁業を担う新規就業者の育成確保の促進 

   ○漁業を担う新規就業者を対象とした、技術・知識習得等の総合研修の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）⺟⼦保健医療体制等の充実 

20 ⺟⼦保健サービスの推進体制の整備 
①妊産婦健康診査や乳幼児健康診査の充実、促進 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
1 歳 6 か月児健康診査受診率が 90%以上の市町村 全市町村 154 市町村 88.0％ 

※保健所設置市を除く 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

３歳児健康診査受診率が 90%以上の市町村 全市町村 159 市町村 90.9％ 
※保健所設置市を除く 
 ○未熟児への訪問指導 〜 H22：114 件､H23：1,851 件､H24：1,683 件 

・高校生インターンシップの参加者は増加傾向にあり、学生の職業観の
醸成に寄与していますが、若年者の就業促進のためには、若年者の意
識醸成はもとより企業が求める技能レベルの把握やニーズに応じた人
材育成が重要であることから、今後もインターンシップ事業を継続す
る必要があります。 

・漁業研修修了生の大部分が漁業に従事するなど、漁業就業者の育成・
確保に一定の効果が⾒られますが、漁業就業者の減少や高齢化が進む
中、担い手の育成や確保、能⼒向上は重要であり、今後も漁業後継者
の育成等に努めていく必要があります。 

・就農関連のセミナー等農業以外からの新規参⼊者の参加があり、農業
大学校の就農率は８割に達するなど人材育成が図られていますが、農
家⼾数が減少する中、次代の担い手育成・確保は重要であり、受⼊か
ら定着までの総合的な支援を継続する必要があります。 
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  ○妊娠中毒症療養費支援、妊婦健康診査の公費負担分の回数拡充助成 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
②障がいや疾病のある子どもの早期発⾒ 

  ○新生児マス･スクリーニング検査 
… 実施件数 H22 〜 H25：延べ 96,711 人（再検査除く） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
③⻑期療養児の日常生活における療育支援の推進 

  ○⻑期療養児への療育相談や訪問指導 … 実施回数 H22〜H25：延べ 482 回 
  ○小児慢性特定疾病児童等に必要な医療費の支給 
 
 
 
 

 
 
 
④生涯を通じた⼥性の健康の保持増進 

  ○⼥性の健康サポートセンター（全道 26 道⽴保健所に設置）による総合的な相談
支援 

   ・相談実績…H22：7,744 件、H23：7,178 件、H24：10,792 件、H25：8,775 件 
 
 
 
 

・公費による妊婦健康診査の回数が拡充されるなど、妊産婦の適切な健
康管理体制の推進が図られる一方、乳幼児健康診査の受診率 90％以
上の市町村は、目標とする全市町村に至っていない状況にあります。 

・妊産婦の健康保持や乳幼児の健全育成を図るうえで、健康診査は大変
重要であり、実施主体である市町村に対する受診勧奨などの取組強化
を働きかける必要があります。 

・新生児マス･スクリーニング検査は、新生児のほぼ全員に実施されて
いますが、先天性代謝異常等は、放置すると知的障がいや⾝体的発達
遅延等の症状を来す可能性があることから、新生児期における早期発
⾒・治療が重要であり、今後とも、検査の着実な実施と医療提供体制
の確保が必要です。 

・⻑期療養を必要とする児童については、疾病の種類やその状態に応じ
た適切な療育指導が重要であることから、医師や保健師等による相談
指導等の体制整備が必要です。 

・｢⼥性の健康サポートセンター｣の相談件数は年間 8 千件を超え、⼥性
の健康上の総合的な地域の相談窓口として浸透しており、今後も支援
体制の維持が必要です。 
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21 周産期医療、⼩児医療等の提供体制の整備 
①周産期医療センター等の充実 

  ○周産期⺟子医療センターの施設設備整備や運営支援 
施設整備 … H22 〜 H25：８か所    設備整備 … H22〜H25：17 か所 
運営支援 … H22 〜 H25：延べ 67 か所 

  ○周産期救急情報システムの運用及び周産期医療関係者の研修実施 
   研 修 会 … H22：4 回 265 名、H23：13 回 420 名、 

H24：3 回 251 名、H25：188 名 
  ○離島妊産婦の健診・出産に係る交通費等助成 
 
 
 
 
 
 
 
 

②産婦人科医師の確保 
  ○医大等の協⼒による総合周産期センターへの産婦人科医師優先確保や人材バンク

活用 
○⼥性医師等を対象として医育大学や北海道医師会が設置・実施する相談窓口や復

職研修への支援及び短時間正規雇用を導⼊する医療機関への支援 
   ・相談窓口 H22：2 か所 H23〜H26：4 カ所 
   ・復職研修の対象医師数 H23：２名、H24：3 名、H25：７名 
   ・短時間正規雇用の実施医療機関 
         H22：1 施設、H23：2 施設、H24：1 施設、H25：1 施設 

 
 
 

 
 
 
 
③小児救急医療等提供体制の充実 

  ○病院の輪番制による小児救急患者の⼆次救急医療確保 
  ○電話相談による小児の初期救急医療体制の補完 

 
 
 
 
 

・ハイリスク児の出生率は増加傾向にあることから、総合周産期医療セ
ンターの機能の維持強化が必要であり、また、産科医療機関がない地
域における医療提供体制の整備や安⼼して地域で出産できる環境整備
を進める必要があります。 

・復職研修の対象となる⼥性医師の確保や、短時間正規雇用を導⼊する
医療機関の取り組みが進んでいないため、⼥性医師等の再就職を促す
雇用環境の整備等が必要です。 

・核家族化や共働きなどの家庭環境の変化とともに、保護者等の専門医
志向や病院志向の傾向が強まり、小児救急患者の時間外受診が増えて
きており、軽症時の電話相談などの体制整備の継続や病院間の連携に
よる休日夜間診療体制の確保に努める必要があります。 
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④自⽴支援医療（育成医療）の給付 
  ○⾝体に障がいのある子どもに対し、生活能⼒を得るための必要な医療給付実施 

 
 
 
 
 
 
⑤小児高度・専門医療や療育の一体的な提供 

  ○「道⽴子ども総合医療・療育センター（愛称：コドモックル）」における小児高
度・専門医療や療育の一体的な提供 

 
 
 
 
 
 
 
22 不妊治療の相談体制の整備 

①不妊専門相談センターによる相談、情報提供の推進 
   ○旭川医科大学病院に設置した不妊専門相談センターによる相談対応 
 
 
 
 
 
 
 
（７）児童健全育成等の促進 

23 児童館活動の促進 
①児童館、児童センターの活動への支援等 

  ○児童館・児童センターの整備促進 
   ・児童館   …135 か所(札幌市除く) 

・児童センター…115 か所(札幌市除く)※H25 年 4 月 1 日現在 
  ○児童館関係団体との情報交換や、連携による児童館活動等の支援 
 
 
 
 
 

 

・⾝体に障がいのある子どもに適切な医療が確保されるよう、医療費助
成制度の維持が必要です。 

・対応が難しいハイリスクの胎児や新生児に対応するため、コドモック
ルによる小児高度・専門医療や療育の一体的な提供体制の維持充実が
必要です。 

・特定不妊治療費助成件数は年々伸びており、今後も、不妊に悩み、治
療を望む方に対し、不妊に関する最新の医療情報を含めた専門的な相
談対応が必要です。 

・核家族化や少子化の影響により異年齢の子ども同⼠の交流の機会が減
っている中、遊びや生活の中での社会性や情緒の形成などに対する期
待が高まってきており、引き続き、児童館活動等の充実が必要です。 
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24 公園、遊び場の整備 
①公園等の整備・利用促進、河川等を利用した遊び場づくり等促進 
○道⽴公園の整備 … H22〜H25：各年度１か所 

  ○「道⺠の森」等の利用促進 
   ・森林とふれあうプログラムの提供 … 実施回数 H22〜H25：延べ 2,072 回 等 
  ○利用者の安全等を図る河川の護岸や散策路等整備 … H22〜H25：11 か所整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
25 文化、芸術等に親しむ環境の整備 

①子どもの読書に関する活動、環境整備等の推進 
  ○全ての赤ちゃんと保護者にメッセージとともに絵本を渡すブックスタート事業実

施 
取 組 H24 目標 H25 実績 進捗等 

ブックスタート事業の実施状況 115 市町村 (130市町村) ― 
 ○子育て支援ふれあい読書推進アドバイザーの養成 … 養成数 505 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②子どもの国際交流活動の推進 

  ○姉妹州カナダ・アルバータ州との高校生の交換留学実施 
   ・参加生徒アンケート 

…「実用的な英語⼒が向上」「国際社会への関⼼が高まった」 
   ・参加校アンケート 

…「生徒の英語学習への意欲が向上」「国際理解が促進された」等 
 
 
 
 

・公園や河川等で子どもたちが自然とふれあう機会を設けることは、新
たな子育て空間の創出や、子どもたちの体験学習の場の提供として有
効であることから、公園や森林・河川等の安全な利用のための管理を
継続する必要があります。 

・ブックスタート事業は目標を大幅に超える 164 市町村（準じた事業
実施 34 市町村を含む）に広がったほか、市町村独自で絵本の読み聞
かせ等を⾏うなど、子どもが読書とふれあう場の提供が普及していま
すが、豊かな感性と創造性を育むため、今後とも子どもが読書活動を
自主的に⾏う環境づくりが必要です。 

・交換留学により高校生の国際社会への理解が促進されていますが、グ
ローバルな人材育成の必要性が高まっていることから、今後とも、子
どもの国際交流活動の推進を図っていく必要があります。 
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③歴史・生活文化体験、農⼭漁村における宿泊体験活動の充実 
  ○北海道開拓記念館やオホーツク流氷科学センターにおける体験学習の実施 
  ○｢子ども農⼭漁村交流プロジェクト｣による宿泊体験等による自然体験活動推進 

 
 
 
 
 
 
 
26 食育等の普及 

①「北海道⾷の安全・安⼼条例」に基づく「⾷育推進計画」の推進 
  ○⾷育推進協議会による優良事例発表会や地域懇談会等による市町村計画策定推進 

取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 
⾷育推進計画を作成している市町村 全市町村 58 市町村 32.4％ 

  ○学校、家庭、地域の連携による「早寝早起き朝ごはん運動」の展開 
  ○ライフステージにあった⾷育の推進 
   ・小学校などへの栄養教諭配置 … 配置人数：426 人 ※H25 末 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②木育の推進 

  ○⺠間施設等への木育遊具等の導⼊促進（検討会議、電子カタログ配付等） 
  ○木育活動の指導者である「木育マイスター」の育成 … H22〜H25：延べ 133 名 
  ○道⺠の森に「エコ・チャレンジの森」を設定し、植樹活動推進 

 
 
 
 
 
 
 
 

・北海道の歴史や自然環境に関する認識を深める機会の提供は、子ども
たちの情操教育に効果的であり、学習ニーズの変化に対応しながら、
体験活動の提供を続ける必要があります。 

・多くの学校で体験的な活動を取り⼊れた⾷育が実施されているほか、
様々な普及活動により⾷育に対する道⺠の関⼼は高まってきています
が、児童生徒の朝⾷⽋⾷率は全国平均より高く、市町村の⾷育推進計
画の策定も低迷している中、健全な⾷生活は、子どもの健全な⼼⾝と
豊かな人間性の基礎となるものであることから、今後とも、⾷育の推
進が必要です。 

・乳幼児期から自然環境とふれあい、豊かな感性と⼼を養い、創造⼒を
高めるなど、子どもが健やかに育つ環境づくりが重要であることから、
木育活動を継続する必要があります。 
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27 思春期対策の体制整備 
①思春期におけるピアカウンセリングの推進 

  ○ピアカウンセリング等を取り⼊れた小中高校での健康教育 
… H22〜H25：延べ 15 か所 

 
 
 
 
 
 
 
 
②地域における思春期保健ネットワークの推進 

 ○市町村、関係機関等思春期保健関係者による会議・研修 
…H22〜H25：延べ 381 回 

 
 
 
 
 
 
 
③性に関する正しい知識、喫煙や薬物による影響等の教育、啓発の推進 

  ○教員や関係機関を対象とした全道研究協議会による最新の課題とその解決方法検
討 

 
 
 
 
 
 
 
④思春期における健康相談活動の推進 

   ○道⽴保健所における思春期相談の実施 
  
 
 
 
 

 

 

・思春期における⼼⾝の健康を向上するためには、子どもが自らの様々
な健康課題に主体的に取り組むことが重要であり、その手助けをする
ピアカウンセラーの養成数は年々増えていることから、ピアカウンセ
リングを取り⼊れた健康教育の推進が必要です。 

・子どもの⼼⾝の健康を保持・増進するためには、社会全体による支援
体制づくりが必要であり、今後も支援技術の向上を図る研修や、関係
機関の連携による支援体制の整備を推進していく必要があります。 

・思春期における様々な課題に対応するため、地域における相談体制の
整備が重要であり、各市町村や関係機関との連携による支援体制づく
りが必要です。 

・性の問題⾏動や薬物乱用など児童生徒の⼼⾝の健康に関わる課題が多
様化してきており、児童生徒に正しい知識を⾝につけさせるため、学
校における教育活動等を通じた指導の充実が必要です。 
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（８）児童虐待防止対策の充実 
28 総合的な虐待防止対策の推進 

①児童相談所の機能充実及び市町村への支援の充実 
○道⽴児童相談所の体制整備（H22〜H26） 

・児童福祉司の配置       ：8 名増員 
・家庭的養護・⾥親主査の配置  ：4 名増員 
・相談員の配置         ：1 名増員 
・⼼理判定職員の配置       ：2 名増員 
・一時保護職員の配置       ：3 名増員 
・一時保護所の夜間の体制充実：保護指導員 2 名体制→3 名体制 

○市町村への支援 
・児童相談所による移動相談室の開設 … 実施回数 H22〜H25：延べ 2,864 回 
・市町村の児童相談担当職員育成のための研修の実施 

… H22〜H25：延べ 198 回（2,348 名） 
 
 
 
 
 
 
 

②虐待予防ケアマネジメントシステムの構築 
○市町村の乳幼児健康診査等で虐待の可能性のある家庭を早期発⾒し､支援するシス

テム（虐待予防ケアマネジメントシステム）の構築 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

虐待予防ケアマネジメントシステム等の推進 全市町村 175 市町村 100.0％ 
※保健所設置市を除く。 

③養育者支援保健・医療連携システムの推進 
○妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭を早期発⾒し、支援するため、

医療機関、市町村、保健所の連携体制（養育者支援保健・医療連携システム）を
強化 
・医療機関から市町村、保健所への情報提供 … H22〜H25：延べ 10,530 件 

 
 
 
 
 
 
 
 

・近年、子どもや家庭をめぐる問題の複雑・多様化や難しい相談事案の
増加等を踏まえ、児童福祉の中核的専門機関としての児童相談所の一
層の機能強化が必要です。 

・虐待予防ケアマネジメントシステムや養育者支援保健・医療連携シス
テムなどにより、乳幼児期の虐待の未然防⽌・早期対応の体制整備が
図られていますが、虐待を受けた子どもの 4 割は就学前の乳幼児であ
り、乳幼児や保護者等の情報が児童虐待の早期発⾒につながることか
ら、関係機関との連携や情報共有等の一層の充実が必要です。 
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④妊娠期の相談体制の整備や乳児家庭全⼾訪問事業・養育支援訪問事業による妊娠
期から出産後までの切れ目のない支援体制の充実 

○全道⽴保健所における｢⼥性の健康サポートセンター｣の設置による相談体制の充
実 

○パンフレット等による医療機関や⺠間団体における相談窓口の広報 
○道ホームページに専用サイト「にんしんＳＯＳほっかいどう」開設(Ｑ＆Ａや相談

窓口等掲載) 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤⾥親による養護援助体制の充実 
○被虐待児童や障がいのある児童など、特に支援を要する児童の養育にあたる専門

⾥親の養成 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥児童養護施設、児童家庭支援センターによる養護援助体制の充実 
○児童家庭支援センター(道内 8 か所)での 24 時間体制による電話相談 

… H22〜H25：延べ 11,270 件 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦被虐待児の⼼のケアや親子の再統合への支援の充実 
○判定員や医師等による被虐待児童への⼼理ケアの実施 
○児童相談所や市町村の職員を対象とする親子再統合研修の実施 
 

・子どもや家庭に関する問題の複雑・多様化により、様々な相談が増え
ている中、児童家庭支援センターは地域の専門相談機関として、児童
相談所との連携のもと、様々な事案に対応している状況にあり、その
機能の充実を図っていく必要があります。 

・虐待を受け、在宅での援助が困難な子どもに対しては、家庭的な環境
での愛着関係の形成を図ることが必要であり、⾥親制度の積極的な活
用が求められていることから、専門⾥親の登録促進や技術の向上など、
援助体制の充実を図っていく必要があります。 

・虐待を受けた子どもの 4 割が就学前の乳幼児であることを踏まえ、妊
娠や出産の不安、悩みなどへの切れ目のない支援体制の充実が必要で
あり、相談窓口の周知や支援担当者の技術の向上に取り組むなど、相
談体制の充実を図る必要があります。 
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⑧児童虐待に対応する人材の育成 
○担当職員の専門性の向上や指導者育成のための各種研修の実施 
 
 
 
 
 

 
 
29 地域における連携体制の整備 

①要保護児童対策地域協議会の設置促進、関係機関との連携強化 
○保健、医療、教育、警察、ＮＰＯ法人等の連携協⼒による被虐待児童や保護者に

関する情報交換や、支援検討の場である｢要保護児童対策地域協議会｣の設置 
取 組 H26 目標 H25 実績 進捗等 

要保護児童対策地域協議会の設置促進 全市町村 179 市町村 100.0％ 
○全道各児童相談所と道警各方⾯本部との担当者ブロック会議の開催 
○保健、医療、教育、警察等各関係機関との情報共有 
○就学前の子どもに対する虐待の早期発⾒を図る「児童虐待予防スクリーニング・

保育所連携システム（おや？おや？安⼼サポートシステム）」の導⼊による保育
所と保健師や、要保護児童対策地域協議会等との連携 

 
 
 
 
 
 
 
 
②配偶者暴⼒相談支援センターとの連携促進 
○配偶者暴⼒相談支援センターと児童相談所が連携した配偶者暴⼒被害者の相談対

応や一時保護 
○配偶者暴⼒相談支援センターと児童相談所の連携体制の強化 

 

・虐待を受けた子どもや虐待の当事者である親への⼼のケアを⾏うこと
により、虐待を繰り返さない親子関係を構築し、かけがえのない親子
の再統合へとつなげていくためにも、関係機関のより一層の連携強化
が必要です。 

・児童虐待相談対応件数が年々増加し、困難事案も増えていることから、
幅広い知識や専門性、対応⼒を持つ職員の育成や資質の向上を図って
いく必要があります。 

・要保護児童対策連絡協議会は、平成 24 年度までに全市町村に設置さ
れ、地域のネットワークとして機能していますが、今後とも、協議会
の効果的な運用等により、関係機関の連携を強化し、支援体制の維持
充実を図っていく必要があります。 
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（９）教育環境の整備 

30 次代の親づくりのための教育の推進 
①家庭を築く意義等の教育及び子育てのすばらしさ等の意識啓発 
○次代の親となる若い世代が子育ての楽しさや大切さを理解する体験学習プログラ

ム（次代の親づくり支援事業プログラム）策定、市町村への普及 
取 組 H24 目標 H24 実績 進捗等 

次代の親づくり支援事業プログラムの市町村普及率 100.0％ (88.3％) ― 
○大学生等を対象に家庭や子どもを持つことの素晴らしさや少子化の課題の理解促

進を図るため、大学と連携し「umareru フォーラム」開催（参加者 324 名） 
・開催後アンケート … 「とても良かった」「良かった」〜9 割以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②キャリア教育等の実施 
○各地域のキャリア教育に関する実践例を掲載した事例集の作成、小中高校へ配付 
○キャリア教育に関する教員研修の実施 

 
 
 
 
 
 
 
31 地域特性を活かした魅⼒ある教育環境の整備 

①総合学科、普通科単位制等、多様な学校教育の推進 
○総合学科や普通科単位制などの新しいタイプの高等学校の設置促進 

・児童虐待に関する相談の半数近くに DV（ドメスティックバイオレン
ス）の事実が認められるなど、配偶者暴⼒に関連した虐待相談が増加
しており、配偶者暴⼒相談支援センターと連携した支援体制の強化が
必要です。 

・｢次代の親づくり支援事業プログラム｣は、全道 8 割以上の市町村で活
用され、地域で家庭教育を学ぶ機会の提供が図られてきており、
「umareru フォーラム」のアンケートで参加者の 9 割以上が高い評
価をしており、今後とも、若い世代の意識醸成のため、取組を充実し
ていく必要があります。 

・9 割以上の中学校で職場体験が実施されるなど、学校教育における勤
労観や職業観の育成が注目されていることから、今後とも、キャリア
発達への支援の充実を図る必要があります。 
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取 組 H24 目標 H25 実績 進捗等 
単位制高等学校等の選択幅の拡大 95.0％ (96.2％) ― 

  ※通学区域内で単位制高校等を選択できる中学校卒業者数の割合 
 
 
 
 
 
 
 
②高校教育の質の向上 
○学⼒向上サポートチームの学校への派遣や教科指導⼒の優れた教員による指導⼒

向上セミナー開催 
○授業や家庭学習等で活用できる実用的教材の開発等 
○建学の精神に基づき、健全な経営の下で、より一層特色のある教育が展開される

よう、私⽴学校への支援を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③地域で学校を支える体制づくりの推進 
○地域住⺠による学校の教育活動支援組織｢学校支援地域本部｣設置 

… 123 市町村（350 本部） 
・研修会や教育支援活動推進フォーラム(事業成果報告会)開催 

 
 
 
 
 
 
 
④道産木材を利用した学校施設等の教育環境の向上 
○地域材を活用した学校関連施設等の木造化・内装木質化の推進 

… H22〜H25：4 件 

・子どもが個性豊かに生きる⼒を伸ばすために、生徒の興味や関⼼、進
路希望等に応じた魅⼒ある高校づくりが必要であり、未設置の学区へ
の設置を進める必要があります。 

・高校生の社会的、職業的な自⽴のための実践⼒を育成するためには、
基礎学⼒の確実な定着が重要であり、学校や家庭等が一体となって学
⼒向上の取組を推進していく必要があります。 

・また、少子化等の影響により、道内私⽴学校の生徒数の確保が難しく
なってきており、教育条件の向上や就学上の経済的負担の軽減など私
学への支援が必要です。 

・地域全体で子どもたちを守り育てていくために、日常的に地域住⺠が
学校との連携を深めることが重要であり、地域住⺠による学校教育活
動の支援体制づくりが必要です。 
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32 家庭及び社会教育への支援の促進 

①家庭教育・地域教育⼒の向上に向けた支援の促進 
○子育て支援プログラムの開発、市町村への普及 
○家庭教育カウンセラー(臨床⼼理⼠)による相談 
○「北海道家庭教育サポート企業等制度」による職場における子育て環境づくりの

推進 … 協定締結企業 1,645 社（H25 末） 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「道⽴⻘少年体験活動支援施設」等における体験活動の充実 
○道⽴⻘少年体験活動支援施設における野外活動や自然体験活動、宿泊訓練等の実

施 
○ネイパル深川の機能等を⾒直し、いじめや不登校、生活習慣の乱れ等子どもが抱

える課題への対応や国際交流、環境教育など幅広く交流体験できる施設への転換 
 
 
 
 
 
 
 
③ボランティア活動の促進と指導者養成等 
○ボランティア活動を実施する小中高校への活動支援 
○北海道ボランティアセンターによるボランティアリーダーやコーディネーター育

成 
 ・ジュニアリーダーコース修了者 … H23〜H25：延べ 780 名 
 ・シニアリーダーコース修了者  … H23〜H25：延べ 54 名 
 

・北海道家庭教育サポート企業は順調に増加しているほか、専門家によ
る家庭教育相談窓口の開設等も併せて家庭教育の支援体制が整いつつ
ありますが、核家族化の進⾏などで家庭の教育⼒の低下が問題視され
る中、今後とも、家庭教育の向上に向けた支援体制づくりが必要です。 

・子どもの健やかな成⻑を支えるため、異世代との交流や自然に触れる
体験は重要であり、子どもの体験活動の場の提供に努めていく必要が
あります。 

・学校をはじめとする公共施設への木材の利用や学校での木育の取組は
豊かな教育環境づくりを進める上で効果が期待できるものであり、今
後とも、子どもたちが木材にふれあう機会を増やすなど、教育環境の
向上に努める必要があります。 



 

 

- 44 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 いじめ、非⾏、不登校等に対する相談、支援体制の整備 
①スクールカウンセラー等の配置などによる相談体制の充実 
○スクールカウンセラー(臨床⼼理⼠等)の配置 
 …配置 H22：小学校 7､中学校 204､中等教育学校 1､高校 11､道⽴教育研究所 1 

→H25：小学校 7､中学校 231､中等教育学校 1､高校 68､道⽴教育研究所 1 
○スクールソーシャルワーカー(社会福祉⼠等)の配置 
 …配置 H22：19 市町→H25：25 市町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②不登校の未然防⽌や学校復帰に向けた支援体制の充実 
○いじめや不登校等の問題に対する取組や施策の検討等実施 

・不登校児童生徒支援連絡協議会（関係機関と学校との連携） 
・北海道いじめ・不登校等対策本部会議(教育庁、庁内関係部、警察等) 
・管内いじめ・不登校等対策会議（各教育局、市町村等） 

○不登校等の問題に関する相談体制整備 
・教育相談電話(各教育局)、24 時間いじめ相談電話(道⽴教育研究所)開設 

 
 
 
 
 
 
 
 

・核家族化や少子化の流れに伴い、精神的な自⽴の遅れや社会性の不⾜
など子どもたちをめぐる様々な問題が指摘される中、子どもたちの豊
かな人間性や社会性を育むためにボランティア活動をはじめとする社
会奉仕活動への参加は大切であることから、子どもたちのボランティ
ア活動への意欲向上を図り、積極的な参加を促す必要があります。 

・道内のいじめの認知件数は、ここ数年は年間約 3,000〜5,000 件で推
移しており、現在も依然として多くの児童生徒がいじめに苦しんでい
る状況にありますが、学校だけでは対応できない問題もあることから、
学校、家庭、地域住⺠、⾏政その他関係者の相互の連携協⼒を一層深
め、いじめの問題の克服に社会全体で取り組んでいく必要があります。 

・不登校児童生徒は、依然として全道で 4,500 人を越える状況であり、
未然防⽌や早期発⾒・早期解消を図るためにも、児童生徒の人間関係
を築く能⼒の育成やきめ細かな相談体制の整備など、実効性のある取
組が必要です。 
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③ひきこもり等児童に対する訪問援助の推進 
○ひきこもりや不登校児童のいる世帯へのメンタルフレンド(大学生等)の派遣 
 … 派遣人数 H22〜H25：延べ 33 名、派遣回数 H22〜H25：延べ 247 回 
 
 
 
 
 
 
 
 
④情報モラル教育の推進等 
○情報モラル教育に係る指導の充実 

・｢情報モラル教育の推進｣に係る教員の研修講座の実施 
・ネットパトロール講習会等指導者養成研修会や保護者への啓発活動の実施 
・携帯電話事業者に対するフィルタリングの普及促進等の要請実施 
 
 
 

 

 
 
 
 
（１０）生活環境の整備 

34 ⼦育てに配慮した住宅の供給促進 
①ユニバーサルデザインの視点に⽴った道営住宅の供給や地域優良賃貸住宅等の供

給促進 
○ユニバーサルデザインの視点にたった道営住宅…⼾数 H22〜H25：延べ 657 ⼾ 
○地域優良賃貸住宅…供給⼾数 H24〜H25：延べ 114 ⼾ 
○全道⽴保健所や衛生研究所に、シックハウス症候群や化学物質過敏症の相談・検

査体制整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・安⼼して子どもを生み育て、子どもが健やかに成⻑できる環境づくり
のため、住宅と福祉が連携した取組が求められており、子育て世帯に
対する質の高い住生活の提供を図るとともに、未解明な部分が多いシ
ックハウス症候群等への対策を継続する必要があります。 

・ひきこもりや不登校など社会との関わりが難しくなった子どもにとっ
て、共感し相談しあえる「メンタルフレンド」の存在は、社会との接
点を持つきっかけになるものであり、児童相談所の指導の一環として、
今後とも、制度の継続が必要です。 

・ネットパトロールを実施する学校の割合は増加していますが、情報ツ
ールや利用形態の多様化も踏まえ、引き続き児童生徒のネットの不適
切な利用による問題⾏動の未然防⽌や早期発⾒・対応のための取組が
必要です。 
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35 安全な道路交通環境等の整備 
①あんしん歩⾏エリア対策の推進 
○歩⾏者と自転⾞利用者の安全通⾏を確保する「あんしん歩⾏エリア」指定 
（H22〜Ｈ24） 

・信号機の歩⾞分離、信号灯器のＬＥＤ化、標識の高輝度化、広幅員歩道の設置
などにより歩⾏者と自転⾞利用者の安全通⾏を確保 

・指定地区：９地区（札幌市５、旭川市２、恵庭市、千歳市） 
 
 
 
 

 
 
 
36 ⼦育てバリアフリー等の整備 

①「北海道福祉のまちづくり条例」等によるバリアフリー化の促進 
○公共的施設における授乳用スペースの設置等、生活空間全体のバリアフリー化推

進 
○交通バリアフリー化促進のため路線バス事業者等にノンステップバス等購⼊費助

成 
○「福祉のまちづくりコンクール」による市町村や⺠間事業者の取組推進 
 
 
 
 
 

 
 
37 犯罪に巻き込まれない安全で安心な地域づくり等の促進 

①「北海道犯罪のない安全で安⼼な地域づくり条例」の着実な推進、犯罪のない安全
で安⼼な地域づくりに向けた推進体制の整備及び活動支援 

○関係機関・団体の連携による広報・啓発活動 
・安全で安⼼な地域づくり活動に功績のあった個人や団体表彰 
・リーフレット配布等による広報（毎年約 50,000 部作成） 

○安全安⼼どさんこ運動の推進（地域レベルの推進体制…179 市町村に整備） 
②学校や通学路等における児童等の安全確保の取組の推進 
○警察等との連携による安全教育や交通ルールを守る指導等を推進 
 ・警察等の関係機関と連携した防犯等の実技講習を⾏う「学校安全教室」の開催 
○地域における安全確保、防犯意識の向上 

・通学安全マップの作成、安全教育実践事例集の作成と道教委ホームページでの
公開 

・高校生学校安全推進事業の実施（全道⽴高校で実施） 

・子どもの交通事故被害は登下校の時間帯や道路横断中に多く、生活道
路における歩⾏者等の安全な通⾏の確保と子どもたちへの交通安全教
育を推進していく必要があります。 

・妊産婦や子育て世帯が安⼼して外出できる生活環境を確保するため、
環境整備を図るほか、福祉のまちづくりに関する住⺠理解を促進する
必要があります。 
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・スクールガードリーダーの巡回指導 
・地域の犯罪発生情報等を配信する「ほくとくん防犯メール」 

… 登録約 41,000 人（H25.10 現在） 
 
 
 

 
 
 
 
 
③「北海道⻘少年健全育成条例」による有害環境浄化の推進等 
○有害環境浄化活動の実施（⻘少年の深夜⽴⼊禁⽌施設への⽴⼊調査や有害図書類

指定等） 
○⻘少年の非⾏と被害の防⽌に向け啓発活動(運動強化月間の設定、フォーラム開催) 
○少年相談電話の設置 

 
 
 
 
 
 
 
（１１）経済的負担の軽減 

38 ⼦育て家庭への経済的負担の軽減 
①乳幼児等医療給付事業及びひとり親家庭等医療給付事業による助成 
○乳幼児等医療給付事業    … 受診件数：年間約 421 万 3,000 件 
○ひとり親家庭等医療給付事業 … 受診件数：年間約  89 万 9,000 件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②特定不妊治療に要する医療費の負担軽減 
○特定不妊治療費助成事業   … 助成件数 H22：1,118 件 → H25：1,840 件 
 
 

・交通事故や犯罪に巻き込まれそうになったり、危ない目にあったりし
たことがある道⺠は年々増加しており、子どもたちが犯罪や事故など
に巻き込まれない安全で安⼼な地域づくりのため、交通安全意識・防
犯意識の高揚や自主防犯活動の推進に努めていく必要があります。 

・⻘少年の非⾏や犯罪被害等の問題を解決するために、社会全体で⻘少
年を守り育てていくことが重要であり、地域ぐるみによる有害環境浄
化や非⾏防⽌活動を推進する必要があります。 

・乳幼児等医療給付は年間 400 万件以上、ひとり親家庭等医療給付事
業も年間 90 万件近い助成件数であり、子育て家庭等における経済的
負担の軽減に寄与していますが、今後とも、社会経済情勢等の変化に
応じた制度内容の検討を⾏い、効果的な医療給付事業の実施に努めて
いく必要があります。 
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③奨学⾦制度の充実 
○経済的理由で就学困難な生徒に対し、修学資⾦を貸付 

・公⽴高等学校奨学資⾦貸付⾦   …貸付実績 H22〜H25：延べ 11,198 人 
・公⽴高等学校定時制課程及び通信制課程生徒学資⾦貸付⾦ 

…貸付実績 H22〜H25：延べ 576 人 
・私⽴高等学校等奨学事業（貸付⾦）…貸付実績 H22〜H25：延べ 15,320 人  
・私⽴高等学校等奨学事業（⼊学資⾦貸付⾦） 

…貸付実績 H22〜H25：延べ 703 人 
・生活福祉資⾦（教育支援資⾦（教育支援費）） 

…貸付実績 H22〜H25：延べ 1,103 人 
・生活福祉資⾦（教育支援資⾦（就学支度費）） 

…貸付実績 H22〜H25：延べ 1,084 人   
 
 

 

 

 

 

 

・特定不妊治療費助成事業の助成件数は年々伸びていることから、不妊
に悩み、治療を望んでいる方が安⼼して子どもを生み育てることがで
きるよう、今後とも、不妊治療に係る経済的負担を軽減していく必要
があります。 

・子育て費用のうち、教育費や医療費を負担に感じる世帯が多く、経済
的に修学困難な生徒に対する経済的支援の必要性や重要性は高いこと
から、進学を志しながら経済的な理由から諦めざるを得ない子どもが
少なくなるよう、支援の継続は必要です。 


